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土地所有者等関連情報の提供の対象者及び地域福利増進事業からの暴力団排除の

推進について（通達）

土地所有者等関連情報の提供の対象者からの暴力団排除については、所有者不明土地の

利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30年法律第49号。以下「法」という。）を根拠

とした暴力団排除条項に基づき、「土地所有者等関連情報の提供の対象者からの暴力団排

除の推進について（通達）」（平成31年１月９日付け警察庁丁暴発第６号。以下「旧通

達」という。）及び別添１「土地所有者等関連情報の提供の対象からの暴力団排除の推進

について」（平成31年１月９日付け国土企第55号）により推進しているところであるが、

今般、新たに法における地域福利増進事業の実施のための措置に関する規定が施行される

に伴い、別添２「地域福利増進事業からの暴力団排除の推進について」（令和元年５月31

日付け国土企第７号）のとおり、地域福利増進事業からの暴力団排除についても推進する

こととした。よって、各都道府県警察にあっては、都道府県及び市町村（特別区を含む。

以下同じ。）との緊密な連携の下、土地所有者等関連情報の提供の対象者及び地域福利増

進事業からの暴力団排除の推進に努められたい。

なお、本通達の実施に伴い、旧通達は廃止する。

記

１ 概要

(1) 土地所有者等関連情報の提供等

法第39条第２項においては、都道府県知事又は市町村長（特別区長を含む。以下同

じ。）は、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業（以下「地域福利増進

事業等」という。）を実施しようとする者からその準備のため、当該地域福利増進事

業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等（土地又は当該土地にある物件

に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。）を知る必要があるとして、

土地所有者等関連情報（土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏

名又は名称、住所等をいう。以下同じ。）の提供の求めがあったときは、当該土地所

有者等の探索に必要な限度で、当該地域福利増進事業等を実施しようとする者に対し、

土地所有者等関連情報を提供する旨規定されている。

また、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則（平成30年国



土交通省令第83号）第55条第１項においては、地域福利増進事業等の実施の準備のた

め当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必

要があるとして土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者（国の行政機関

の長等を除く。以下「交付請求者」という。）は、その必要性を証する書面の交付を

当該土地の所在地を管轄する市町村長に求めることができる旨規定されている。

(2) 地域福利増進事業

地域福利増進事業とは、法第２条第３項第１号から第10号までに掲げられた事業で

あって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業

のことをいい、本事業に係る都道府県知事の裁定及び承認については、以下のとおり

規定されている。

ア 土地使用権等の取得

法第10条第１項において、地域福利増進事業を実施する者（以下「事業者」とい

う。）は、当該事業を実施する区域内にある特定所有者不明土地を使用しようとす

るときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該

特定所有者不明土地の使用権及び当該特定所有者不明土地にある所有者不明物件の

所有権又はその使用権（以下「土地使用権等」という。）の取得についての裁定を

申請することができる旨規定されている。

イ 土地等使用権の存続期間の延長

法第19条第１項において、法第15条の規定により土地使用権等を取得した事業者

（以下「使用権者」という。）は、裁定において定められた土地等使用権（土地使

用権又は物件使用権をいう。以下同じ。）の存続期間を延長して使用権設定土地

（法第15条の規定により取得された土地使用権の目的となっている土地をいう。以

下同じ。）の全部又は一部を使用しようとするときは、当該使用権設定土地の所在

地を管轄する都道府県知事に対し、土地等使用権の存続期間の延長についての裁定

を申請することができる旨規定されている。

ウ 土地使用権等の譲渡

法第22条第１項において、使用権者は、土地使用権等の全部又は一部を譲り渡そ

うとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない旨規定されている。

２ 排除対象者

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下

「暴力団員等」という。）

(2) 法人であって、その役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの

３ 都道府県警察の対応

(1) 照会に対する回答

ア 土地所有者等関連情報の提供等



土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者又は交付請求者が２の排除

対象者に該当するか否かについて、都道府県又は市町村の情報提供担当部局の長か

ら警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課等の長（以下「暴力団対策

主管課長等」という。）に対し照会が行われることから、照会を受けた暴力団対策

主管課長等は、「暴力団排除等のための部外への情報提供について」（平成31年

３月20日付け警察庁丙組組企発第105号、丙組暴発第７号。以下「情報提供通達」

という。）に基づき、適切に対応すること。

なお、土地所有者等関連情報に係る照会に対し、文書により回答する場合には、

別記様式第１号「回答書」を使用すること。

イ 地域福利増進事業

事業者、使用権者又は使用権者から土地使用権等の全部又は一部を譲り受けよう

とする者が２の排除対象者に該当するか否かについて、都道府県の裁定等担当部局

の長（以下「裁定等担当部局長」という。）から暴力団対策主管課長等に対し照会

が行われることから、照会を受けた暴力団対策主管課長等は、情報提供通達に基づ

き、適切に対応すること。

なお、地域福利増進事業に係る照会に対し、文書により回答する場合には、別記

様式第２号「回答書」を使用すること。

(2) 通知

暴力団対策主管課長等は、事件捜査等を通じて使用権者又は使用権者から土地使用

権等の全部又は一部を譲り受けた者が排除対象者であると認めた場合は、当該排除対

象者が実施している地域福利増進事業の事業区域を管轄する裁定等担当部局長に対し、

速やかに文書（別記様式第３号「通知書」）により通知すること。

(3) 保護対策

情報提供又は裁定等の担当部局の職員等関係者に対する危害が予想される場合には、

有事の際の対応要領等について、積極的に助言、指導を行うとともに、保護対策の必

要性についても慎重に検討し、適切な措置を講じること。

別記様式、別添については省略


